
第10節 郵政行政の展開

1 郵政行政の推進
総務省は、郵政事業のユニバーサルサービスを将来にわたって安定的に確保するための制度の適切な実施及び方
策の検討を行うとともに、郵便局を国民生活の安心・安全の拠点として活用するため、利用者の目線に立った新た
な事業の展開及び郵便局の利便性の向上を促進している。
2018年（平成30年）6月に、郵政事業のユニバーサルサービスの提供を安定的に確保するため、郵便局ネット
ワークの維持の支援のための交付金・拠出金制度（図表6-10-1-1）が創設され、2019年（平成31年）4月から
制度運用が開始された。独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が、交付金の交
付、拠出金の徴収等を実施している（2020年度（令和2年度）における日本郵便への交付金の額：約2,934億円、
拠出金の額：ゆうちょ銀行が約2,374億円、かんぽ生命保険が約561億円）。
また、少子高齢化、人口減少、ICTの進展等の社会環境の変化に対応した郵便局の利便性向上策を検証するた
め、総務省では、情報通信審議会（郵政政策部会郵便局活性化委員会）からの答申＊1を踏まえ、2019年度（令和
元年度）から、「郵便局活性化推進事業（郵便局×地方自治体等×ICT）」（図表6-10-1-2）を実施している。本事
業では、あまねく全国に存在する郵便局と地方自治体等が連携し、地域の諸課題解決や利用者利便の向上に資する
実証事業を行っており、2019年度（令和元年度）は、ICTを活用したみまもりサービス及び観光情報等の発信
（岩手県遠野市）、買い物サービス支援（新潟県津南町）、農家の農作物配送支援（静岡県藤枝市）を実施した。
2020年度（令和2年度）は、新たな実証内容や地域において実施することで、郵便局と地方自治体等の連携のあ
り方についてのモデルケースを創出し、全国への普及展開を行っていく予定である。
さらに、郵便サービスのあり方について、2019年（令和元年）9月、情報通信審議会（郵政政策部会郵便局活
性化委員会）から、普通扱い郵便物の配達頻度の見直し（土曜日配達休止）や送達日数の見直し（翌日配達廃止）
等を求める日本郵便株式会社の要望について、郵便サービスの将来にわたる安定的な提供を確保するために必要な
見直しであり、電子メール等のICT化の進展といった郵便サービスを取り巻く社会環境等の変化や、個人の郵便
利用頻度の減少、eコマースの拡大に伴う荷物需要の増加といった郵便の利用者ニーズの変化の状況を踏まえると、
利用者の利便が看過し得ない程度まで損なわれるとは考えられないことから、国民に対し丁寧に理解を求めていく
ことによって、今回の見直しの実施は可能と考える旨の答申を得た。今後、本答申を踏まえて、これらの制度見直
しを含め必要な対応をしていくこととしている。
また、2019年（平成31年）4月、利用者の利便性を向上させる観点から、ゆうちょ銀行の預入限度額について、
通常貯金と定期性貯金の預入限度額を別個に設定し、それぞれ1,300万円ずつとする見直しを行った。
さらに、2019年、株式会社かんぽ生命保険の商品販売等に関して、保険料の二重払い等、利用者に不利益を与
えた不適正募集が多数発生していることが明らかになった。総務省としては、2019年12月、日本郵政株式会社
法及び日本郵便株式会社法に基づき、日本郵政株式会社に対して業務改善命令を、日本郵便株式会社に対して業務
停止命令（利用者からの自発的な意思表示を受けて行う保険募集を除く。2020年1月1日から同年3月31日ま
で。）及び業務改善命令を、それぞれ発出する措置を行った＊2。2020年3月以降3か月毎の定期的な報告を求め、
日本郵政グループにおいて、改善策が確実に実施されるよう、必要な監督を行っていく予定である。

図表6-10-1-1 郵便局ネットワークの維持の支援のための交付金・拠出金制度
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＊1	 「少子高齢化、人口減少社会等における郵便局の役割と利用者目線に立った郵便局の利便性向上策」（2018年7月）：https://www.soumu.
go.jp/main_content/000563794.pdf

＊2	 「かんぽ生命保険の不適正募集に係る一連の問題に関する監督上の命令等」：https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu13_02000069.
html
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図表6-10-1-2 郵便局活性化推進事業（郵便局×地方自治体等×ICT）
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郵便局と自治体等の連携拡大
【調査項目】
・連携の効果、望ましいコスト負担、役割分担
・ICTや外部人材等の効率的な活用方法　等

　あまねく全国に存在する郵便局と地方自治体等の連携により、地域の諸課題解決や利用者利便の向上を推進するため
の実証を行い、モデル事業として全国に普及展開する（計画年数：令和元年度～令和3年度）。

令和2年度予算額 2,167万円（令和元年度予算額2,037万円）

（連携のイメージ）

2 国際分野における郵政行政の推進

総務省は、政府の「インフラシステム輸出戦略＊3」の一環として、日本型郵便インフラシステムの海外展開を推
進している。この取組では、主に新興国・途上国を対象に、我が国の郵便の優れた業務ノウハウや関連技術を提供
し、郵便事業の近代化・高度化を支援している。また、郵便業務そのものに関する協力に留まらず、郵便ネット
ワークや郵便局を活用した新規ビジネス・サービスを相手国に提案し、知見を有する我が国企業の参入を促進して
いる。
例えば、ミャンマーでは2018年（平成30年）5月に政府間の郵便分野における協力に関する覚書を更新し、
ODA（政府開発援助）を利用した日本の郵便専門家による技術協力プロジェクトの終了（2019年6月）以降も、
郵便局におけるコピーサービスの提供や、モバイルマネーに関するサービス拠点としての郵便局活用等において、
日本企業の提案する新たなビジネス・サービスの実現を後押ししている。
ベトナムにおいては、政府間の覚書の下、郵便業務に関するコンサルティングが実施され、2018年（平成30
年）11月には、日本企業が機材及び区分機を納入した日本型の区分センターが新設された。さらに、日本企業と
ベトナム郵便との協業により、郵便局における電子マネーカードでの年金支給が開始された。2020年（令和2年）
1月には、政府間の覚書を改定し、郵便分野におけるICT活用の促進と、郵便ネットワークと郵便局を活用した電
子政府や電子行政サービスへのアクセスに関する協力を新たに明記した。
ロシアでは、政府間の覚書に基づき、日本企業によるロシア郵便の国際交換局への区分機等納入、郵便局におけ
る日本商品販売、ロシアにおける日本商品の越境eコマース実施等の協力の具体化を促進している。
このほか、タイでも、越境eコマースの実現等を目指し、タイ郵便と日本企業との協力を支援している。また、
インド、ウズベキスタンにおいても、政府間の覚書に基づき、郵便分野における協力の具体化を促進している。
また、国連の専門機関の一つである万国郵便連合（UPU）においては、万国郵便大会議（4年に一度開催。次
回は2020年（令和2年））等で定められた方針に基づき、国際郵便の利用者の利便性と安全性の向上のため、国

＊3	 インフラシステム輸出戦略：https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keikyou/dai47/siryou3.pdf
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際郵便に関するルールづくり等を進めている。

3 信書便事業の推進
「民間事業者による信書の送達に関する法律」（平成14年法律第99号）により、民間事業者も信書の送達事業を
行うことが可能となった。郵便のユニバーサルサービスの提供確保に支障がない範囲の役務のみを提供する特定信
書便事業については、548者（2020年（令和2年）3月末現在）が参入しており、顧客のニーズに応えて、一定
のルートを巡回して各地点で信書便物を順次引き受け配達する巡回集配サービスや、比較的近い距離や限定された
区域内を配達する急送サービス、お祝いやお悔やみ等のメッセージを装飾が施された台紙等と一緒に配達する電報
類似サービス等が提供されている。
総務省では、信書便事業の趣旨や制度内容に関する理解を促進し、信書を適切に送っていただくため、信書の定
義や信書便制度等についての説明会を総合通信局及び沖縄総合通信事務所（全国11機関）が開催している。
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